
第 2号様式 (1)―②

(単体発注・事後審査型)

那覇港管理組合一般競争入札公告第 45号

令和 6年 10月 17日

地方自治法 (昭和22年法律第67号)第 234条第1項、地方自治法施行令

条の5の 2の規定に基づき、制限付一般競争入札 (以下「入札」という。

よって、施行令第167条の6及び那覇港管理組合契約規則 (平成14年 4

き、次のとおり公告する。                
｀

(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という)第 167条 の5及び第167

)を実施する。
月1日 規則第13号。以下「契約規則」という)第 19条の規定に基づ_.__

那覇港管理組合 管理者 玉城 康権

郊錢離
悸震
轡霞麟1 入札に付する事項

2 入札参力口資格

次に定める要件をすべて満たしている有資格業者であること。

入札に参力日しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、那覇潜管理組合競争契約入札心得第3条第

2項の規定に抵触するものではない。

ア 資本関係

.盤 慇 盛埋諄嵩嘉£縞 ゎ 第彦条第 3号の劇こ規定する子会社等をい九 以下同眺 )

と親会社等 (同条第 4号の 2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合

(b)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(a)ととっぃては、会社等(会社法施行規則 (平成18年法務

岳倉憂i?盈岳密つ霙≧写亀毛岳そ子写童皇雲毎暮&サi静会吾号著懸ご篠r干デ聾蓄試暫毯
(i肇機

r粋

(a)一方の会社等め役員 (会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者を
いう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員 現々に兼ねている場合

1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。          i
①会社法第2条第11号の21こ規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役

②会社法第 2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

③会社法第 2条第15号に規定する社外取締役

④会社法第348条第 1項に規定する定款に別段 (π)定めがある場合により業務を執行しないことと

されている取締役

2)会社法第402条 に規定する指名委員会等設置会社の執行役

3)会社法第575条第 1項 に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員

(同法第590条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行 しないこととされ

ている社員を除く。)

(5)

自動体外式除細動器 (AED)機器一式およびAED収納BOX賃貸借契約
(1) 件 名

自動体外式除細動器 (AED)機器一式 (4台)お よびA醐収納BOX(4基 )の賃貸借を行う。

詳細については、仕様書による。
(2) 契 約 の 内 容

那覇港内4ヶ(3) 履 行 場 所

契約締結日から令和11年 12月 31日 まで
(4) 契 約 期 間

令和 7年 1月 1日 から令和11年 12月 31日 まで
(5) 賃 貸 借 期 間

公表 しない。(6) 予 定 価 格

設定 しない。(7) 最 低 制 限 価 格

事後審査型 ※本入札は、競争参力日資格の審査を入札執行後に行 う。
(8) 資 格 審 査 方 法
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ア)各年度における長期継続契約の経費の範囲内で契約を締結又は継続するものであること。

イ)予算の減額又は削除による契約の変更又は解除の場合があること。

(9) のそ 他

(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しなヤヽ者であること。

(2)
入札公告の日から開札 日までの間において、営業停止処分又は那覇港管理組合の

あること。

停止措置又は指名除外の措置を受けていない者で

(3)

の 立 がて さな て ヤ る者れ (手V こ基づ 再 生 開手続き 夕台 申て立申 がて さな る 又者 は民事再生法 1 きれ基づ1こ 更き 手続生 開始のき会社更生法
で とはなヤヤ る を者 く除けて )資格入札参加 受の再認定をき続 開始の決定後

(4)

からのJF除要請れに準ず の 合発注工事等那覇港管理組る も と てしイよを す 建 設る 業者又団暴 力 が実質的 ご経営 支配員か局 ら警察当
ヤ で とが てし る者 なヤあ り 該状況が継続当



4)組合の理事

5)その他業務を執行する者であつて、 1)か ら4)ま でに掲げる者に準ずる者

(b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第 1項の規定に

より選任された管財人 (以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合

(c)‐方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

ウ その他め入札の適正さが阻害されると認められる
環食に参力日している場合その他上記ア又はイと同視組合 (共同企業体を含む。)と その構成員が同一のテ

しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

3 設計図書等の配布、質問及び回答

4 資格確認申請書等の提出

5 同等品の確認方法・回答

6 八札手続き等

札  期  日  等

沖縄県内に本社 (本店)ま たは支社、支店、営業所等を有すること。(6)

(7) 機器の故障等緊急時に、迅速に対応できること。

設 計 図 書 等 の 配 布

期 間 自   令不日6年 10月 17日 (木
~)

至  令和 6年 11月 7日 (木 )

配 布 方 法 那覇港管理組合ホームページにて配布する。

配 布 場 所 ・

問 い 合 わ せ 先

那覇港管理組合ホームページ (https://nahaoort,jp/)

那覇港管理組合 総務部 管理課 管理〕ジ■

電話 0988622328

質 問 ・ 回 答 期 間 等

入札・契約手続に
関 す る こ と

那覇市通堂町 2番 1号  2階
那覇港管理組合 総務部 管理課 管理班

日豆言舌  098-862「 2328      FAX  098-862-4247

提 出 期 間
自 不日6年 10月 18日 (金 ) ～  至  令和 6年 10月 28日

9時から16時 まで。上記期間の土日及び祝 日を除く毎日、

提 出 場 所 上記に同じ。

提 出 方 法 FAXで提出すること。 (質問がない場合は提出不要 )

回 答 方 法 那覇港管理組合ホームページの当 ジに掲載

甲 答 期 間
回答 日から 令和 6年 10月 31日 (木)  まで

上記期間の土日及び祝日を除く毎日、 9時から17時までき

格 確 認 申 請 書

本競争の参力口希望者は、次の書類を期限内に提出すること。
なおく期限までに資格確認申請書を提出しない者は、本競争に参加することができなぃ。

提 出 書 類 一般競争入札参加資格確認申請書 (第 3号様式)

提 出 期 間
自  令和 6年 10月 17日 (木 ) 至 和 6 11月 6日 (水 )

上記期間の土日及び祝日を除く毎日、9 16時 まで。口寸 /υ・ り

提 出 場 所

那覇市通堂町 2番 1号  2階
那覇港管理組合 総務部 管理課 管理班

目豆口舌  098-862-2328      FAX  098-862-4247

提 出 方 法 持参又は郵送 (一般書留もしくは簡易書留)

提 出 部 数 1部

同 等 品 確 認 明 細 書

基準物品で入札に臨む場合を除き、仕様が確認できるカタログの写し等を添付の上
同等品確認明細書を期限内に提出すること

提 出 書 類 同等品確認明細書 (指定様式を使用すること。)

提 出 期 間
自  令和 6年 10月 17日 (木 ) 至  令和 6年 10月 24日 (木 )

上記期間の上日及び祝日を除く毎日、 9日寺から16時まで。

提 出 場 所

那覇市通堂町 2番 1号

那覇港管理組合 総務部

目豆言舌  098-862-2328

2階

管理課 管理班

FAX  098-862-4247

提 出 方 法
持参、郵送又はFAX
※FAXの場合、送信後は、管理課に電話連絡を入れること。

提 出 部 数 1部

回 答 6年 10月 28日 (月 )ま でに申 に対 し通知。

本入札は、紙入札により実施する。

留令:し専犠坊警魯子
ゝ
長患拝罷蓬8昌岳弩鷹轟機

るように(「配達日指定郵便」)、 「一般書
琵」のいずれかの方法により郵送すること。持

参や普通郵便で提出された場合、無効とする。

札  方

出  書 入札書 (指定様式を使用すること。)
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令和 6年 11月 7日 (木 )

宛 先

〒9000035  那覇市通堂町 2番 1号  2階
那覇港管理組合 総務部 管理課 管理班

電話 09隣8622328

入 札 書 に 記 載
す  る 金  額

Tぞ

曽拿:塚:旨承g宮J三を3写三肇ぎ警g:3写稟zga:1音著をとを言啓
希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

イ 入札金額は、AED機器一式及びAED収納BOX 4台合計の総額を記載すること。

ウ 入札金額は、長期継続契約期間 (5年間)の総額 (税抜き)を記載すること。

入 札 に 関 す る
注  意  事  項

ア 入札書のくじの数字 (任意の数字3桁)は、同額くじ抽選が発生した

場合に使用するためヽ必ず記入すること。
イ 配達指定日以外の日に届いた入札書は、受理しない。
ウ 入札書の日付は、開札日を記入すること。

入 札 の 無 効
本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入

札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

入 ・本し の 辞 退 等
入札書の発送後、都合により入札を辞退する場合は、開札日の前日までに入札辞退届を提出すること。

また、本業務を執行することができなくなつたときは、直ちに報告すること。当該報告がなく、本入札の手続

きが落札決定まで至った場合、指名停止措置要領に基づく指名停止を行 うことがある。

そ 他

ア
酪4[苺 R株主會笠召套サ曹牲竹馬農岳爵環蔀ζ他霊毎基2懸と、顔馬銚醤農交4[熙e姥

ヽ
ものとみなし、再度入札への参加を認めない。

と書極尖命晏写恋些を自盪臭舜抜昂§含其色兵ぞ「曽5兵4岳写手ををiこと入木じ参力日者
の代理をすることはできない。

芽 露慶灸ri鉄労口者配恩警農女£蓼ヵ口者の代理人は、入札書は再度入札に備え1部用意する

キ 基皇協品以外の物で入札する場合は、必ず同等品申請を行い、本組合の事前承認を得る

こと。

入  札  期  日  等

7  p露 ォし

開   札   日   時 令和 6年 11月 8日 (金)  10時 30分 ※入札書の日付

開   札   場   所 磯更短暮讚
且
禽本し卍集r蒼必要デととヵ予できる (手手入木し1こ 参力日

‐
″る場合イよ、 Fォ月ホし時′点から

立ち会 うこと)。

8 資格確認資料の提出と競争参加資格の審査

落 札 候 補 者 の 選 定
及 び 事 後 審 査 の 実 施

開札後、落札者の決定を保留し、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもつて入札を行うた者 (以下「落札

候補者」という。)から順に競争参力口資格の審査を行 う

管際蔵ご術替堪阜象嘉督繕8攀基忌痔徳燃i(屯 λむ写
しなお、落札候補者は上位から順に 3者 (上位の者と同

資格確認を行 うが、適格者が確認できた時点で、次順位
る。

競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参加資格の確認は、開札後、その結果は以下の日までに書面により通知する。

令和 6年 11月 11日 (月 ) (予 定)

なお、落札候補者について競争参加資格が確認され適格者であることが確認できた場合は、落札者決定通知を

もつて資格確認結果の通知に代えるものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、落札候補者が競争参加資格を満たしていると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とす

る。また、その結果は、那覇港管理組合ホームペ
=ジ

の当該入札公告ページに掲載するЬ

競争参加資格がないと認められた者は、管理者に対して競争参加資格がないと認められた理由について説明を

求めることができる。     「

管理者は説明を求められたときは、苦情を申し立て期限の翌日から起算 して5日 以内 (休 日を除く)に説明を

求めた者に対し、書面により回答する。

提 出 期 限
競争参カロ資格確認結果の通知を行つた日の翌日から起算して5日 以内 (休 日を除く)と す

る

提   出   先 那覇港管理組合 総務部 管理課 管理班

提 出 方 法
書面 (様式自由)を持参すること。郵送又は電送 (メ ールやFAX)|こ よるものは受け付け

ない。

資格がなぃ と認めら
た者がその理由に対して

が  あ  る 場
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万婁籍篭藍薯恵言葵3管礎そ督縁催条筆集墓劉:ち猥彎言察曇鉄鳥蓋縁ぁ確認以外に
提出者に無断で使用しない。

を行うことがある。           |

9 入札保証金及び契約保証金

10 その他の事項

入 札 保 証 金

納恣学督話含?字箸芦姥込モ令災伝猟季亮身主僣義ヨ諄客
る有価証券等をもつて見積る契約金額の100分の5以上を
場合は、入札保口正金の納付を免除する。

万 亀墜含款年8罷 |こ咎Ω急範努験莫占藤3全微筵霧役み魏Zttτヤ手乞婁約を2回以上
締結し、これらをすべて誠実に履行した者6

4儀護y寅記ら合廟 寝覗離 麗な違設切 鍵島為烏こ係る書類
の提出のない者

(2)入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合

宴F鞠筆禦躇!   為亀 ぃものとす益

※ 入札保証金を免除した落札者が契約を結ばない場合、損害賠償金として、ハ札金額に消費

税及び地方消費税を加えた額の100分の5を那覇港管理組合に納付しなければならない。

※イにより入札保証金の免除を受ける場合は、様式「地方公共団体等契約状況確認」を提出
すること。

提 出 期 限 令和 6年 11月 6日 (水)  17:00 まで

提 出 先

T900-0035 通堂町 2番 1号  2階
那覇港管理組合 総務部 管理課 管理班

電話番号 098「8622328

入
(

木し
現

金保 証
金 納 付

提  出  方  法

ア

イ

「入札保証金納付書発行依頼書」を持参すること。
※要事前連絡
組合が発行する納入通知書により金融機関で保証金を

納付し、領収書 (写)を上記期限までに提出すること。

出  方  法

証

約 状 況 確 認 資 険  期  間
証  期

「
間

持参又は郵送 (配達が確認できる方法にて送付すること)

入木し日から2か月とi片る。

有 価 証 券 受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当課まで連絡すること。

契 約 保 証 金

を誘得与哲ぞλと事2言整た1吾焚属穣祭兌森杷勃聖穿
4条の定めるところにより、契約金額の100分の10以上
‐
る場合は、契約保証金の納付を免除する。

ア 保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

イ 過去 2か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模を同じくする契約 (AED等

賃貸借)を 2回以上締結し、これらをすべて誠実に履行した者。

契 `約 締 結 時 期
本件に係る契約は、落札者の決定後、7日 以内に締結する。ただし、管理者が特に指示したときはこの限りで

はない。

等
項

者
事

加
守

参し
遵

入
の

入札参加者は、那議港管理組合競争入木bb得 (仕様書等を熟読し、これを遵守すること。
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